
第２２号議案 

加東市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例制定の件 

加東市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和５年３月１日提出 

加東市長 岩 根  正 

加東市条例第  号 

加東市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例 

（加東市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第１条 加東市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年加東市条例第１８号）の一部を次のように

改正する。 

次の表により、次の各号に掲げるとおり改正する。 

(1) 改正前の欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後の欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。 

(2) 改正後の欄に掲げる規定の下線を付した部分で、改正前の欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 

改   正   前 改   正   後 

〔新設〕 

（安全計画の策定等） 

第６条の２ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を

図るため、放課後児童健全育成事業所ごとに、当該放課後児童健



〔新設〕 

〔新設〕 

全育成事業所の設備の安全点検、職員、利用者等に対する事業所

外での活動、取組等を含めた放課後児童健全育成事業所での生活

その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓

練その他放課後児童健全育成事業所における安全に関する事項

についての計画（以下この条において「安全計画」という。）を

策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならな

い。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について

周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなけれ

ばならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保

護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく

取組の内容等について周知しなければならない。 

４ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行

い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第６条の３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外での

活動、取組等のための移動その他の利用者の移動のために自動車

を運行するときは、利用者の乗車及び降車の際に、点呼その他の

利用者の所在を確実に把握することができる方法により、利用者

の所在を確認しなければならない。 

（業務継続計画の策定等） 

第１２条の２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成



（衛生管理等） 

第１３条 〔略〕 

２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所にお

いて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な

措置を講ずるよう努めなければならない。 

３ 〔略〕 

事業所ごとに、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対

する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で

早期の業務再開を図るための計画（以下この条において「業務継

続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措

置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画につ

いて周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する

よう努めなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直し

を行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるもの

とする。 

（衛生管理等） 

第１３条 〔略〕 

２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所にお

いて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員

に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修

並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に

実施するよう努めなければならない。 

３ 〔略〕 

 備考 表中の〔 〕の記載は注記である。 

（加東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第２条 加東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成２６年加東市条例第１９号）の一部を

次のように改正する。 



次の表により、改正前の欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後の欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改

める。 

改   正   前 改   正   後 

（懲戒に係る権限の濫用禁止） 

第２６条 特定教育・保育施設（幼保連携型認定こども園及び保育

所に限る。以下この条において同じ。）の長たる特定教育・保育

施設の管理者は、教育・保育給付認定子どもに対し児童福祉法第

４７条第３項の規定により懲戒に関しその教育・保育給付認定

子どもの福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を

与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。 

第２６条 削除 

（加東市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第３条 加東市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年加東市条例第２０号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表により、改正前の欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後の欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改

める。 

改   正   前 改   正   後 

（懲戒に係る権限の濫用禁止） 

第１３条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対し法第４７条

第３項の規定により懲戒に関しその利用乳幼児の福祉のために 

必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等そ

の権限を濫用してはならない。 

 （設備の基準） 

第２８条 小規模保育事業Ａ型を行う事業所（以下「小規模保育事

第１３条 削除 

 （設備の基準） 

第２８条 小規模保育事業Ａ型を行う事業所（以下「小規模保育事



業所Ａ型」という。）の設備の基準は、次のとおりとする。 

(1)～(6) 〔略〕 

(7) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室（以下「保育室等」と

いう。）を２階に設ける建物は次のア、イ及びカに掲げる要件

に、保育室等を３階以上に設ける建物は次のアからクまでに掲

げる要件に該当するものであること。 

ア 〔略〕 

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応

じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に

掲げる施設又は設備が一以上設けられていること。 

階 区分 施設又は設備 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

４階以

上の階

〔略〕 〔略〕 

避難用 １ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号

又は同条第３項各号に規定する構造の屋内

階段（ただし、同条第１項各号に規定する構

造の屋内階段については、当該屋内階段の

構造は、建築物の１階から保育室等が設け

られている階までの部分に限り、屋内と階

段室とは、バルコニー又は外気に向かって

開くことのできる窓若しくは排煙設備（同

条第３項第１号に規定する国土交通大臣が

定めた構造方法を用いるものその他有効に

業所Ａ型」という。）の設備の基準は、次のとおりとする。 

(1)～(6) 〔略〕 

(7) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室（以下「保育室等」と

いう。）を２階に設ける建物は次のア、イ及びカに掲げる要件

に、保育室等を３階以上に設ける建物は次のアからクまでに掲

げる要件に該当するものであること。 

ア 〔略〕 

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応

じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に

掲げる施設又は設備が一以上設けられていること。 

階 区分 施設又は設備 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

４階以

上の階

〔略〕 〔略〕 

避難用 １ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号

又は同条第３項各号に規定する構造の屋内

階段（ただし、同条第１項各号に規定する構

造の屋内階段については、当該屋内階段の

構造は、建築物の１階から保育室等が設け

られている階までの部分に限り、屋内と階

段室とは、バルコニー又は付室（階段室が同

条第３項第２号に規定する構造を有する場

合を除き、同号に規定する構造を有するも

のに限る。）を通じて連絡することとし、か



排煙することができると認められるものに

限る。）を有する付室を通じて連絡すること

とし、かつ、同条第３項第３号、第４号及び

第１０号を満たすものとする。）

２・３ 〔略〕 

  ウ～ク 〔略〕 

つ、同条第３項第３号、第４号及び第１０号

を満たすものとする。）

２・３ 〔略〕 

  ウ～ク 〔略〕 

 備考 表中の〔 〕の記載は注記である。 

第４条 加東市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のように改正する。 

次の表により、次の各号に掲げるとおり改正する。 

(1) 改正前の欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後の欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。 

(2) 改正後の欄に掲げる規定の下線を付した部分で、改正前の欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 

(3) 改正前の欄に掲げる規定の下線を付した部分で、改正後の欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。 

改   正   前 改   正   後 

（保育所等との連携） 

第６条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以下

「居宅訪問型保育事業者」という。）を除く。以下この条、次条

第１項、第１４条第１項及び第２項、第１５条第１項、第２項及

び第５項、第１６条並びに第１７条第１項から第３項まで並びに

附則第３条において同じ。）は、利用乳幼児に対する保育が適正

かつ確実に行われ、及び家庭的保育事業者等による保育の提供の

終了後も満３歳以上の児童に対して必要な教育（教育基本法（平

成１８年法律第１２０号）第６条第１項に規定する法律に定める

学校において行われる教育をいう。以下この条において同じ。）

（保育所等との連携） 

第６条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以下

「居宅訪問型保育事業者」という。）を除く。以下この条、次条

第１項、第７条の３第２項、第１４条第１項及び第２項、第１５

条第１項、第２項及び第５項、第１６条並びに第１７条第１項か

ら第３項まで並びに附則第３条において同じ。）は、利用乳幼児

に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保育事業者等

による保育の提供の終了後も満３歳以上の児童に対して必要な

教育（教育基本法（平成１８年法律第１２０号）第６条第１項に

規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。以下こ



又は保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項（国家戦略

特別区域法（平成２５年法律第１０７号。以下「特区法」という。）

第１２条の４第１項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事

業を行う事業者（以下「国家戦略特別区域小規模保育事業者」と

いう。）にあっては、第１号及び第２号に掲げる事項）に係る連

携協力を行う保育所（子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）第７条第４項に規定する保育所をいう。以下同じ。）、幼

稚園（同項に規定する幼稚園をいう。以下同じ。）又は認定こど

も園（同項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。）（以下「連

携施設」という。）を適切に確保しなければならない。ただし、

山間部その他の地域であって、連携施設の確保が著しく困難であ

ると市が認めるものにおいて家庭的保育事業等（居宅訪問型保育

事業を除く。第１６条第２項第３号において同じ。）を行う家庭

的保育事業者等については、この限りでない。 

 (1)～(3) 〔略〕 

２～５ 〔略〕 

〔新設〕 

の条において同じ。）又は保育が継続的に提供されるよう、次に

掲げる事項（国家戦略特別区域法（平成２５年法律第１０７号。

以下「特区法」という。）第１２条の４第１項に規定する国家戦

略特別区域小規模保育事業を行う事業者（以下「国家戦略特別区

域小規模保育事業者」という。）にあっては、第１号及び第２号

に掲げる事項）に係る連携協力を行う保育所（子ども・子育て支

援法（平成２４年法律第６５号）第７条第４項に規定する保育所

をいう。以下同じ。）、幼稚園（同項に規定する幼稚園をいう。以

下同じ。）又は認定こども園（同項に規定する認定こども園をい

う。以下同じ。）（以下「連携施設」という。）を適切に確保しな

ければならない。ただし、山間部その他の地域であって、連携施

設の確保が著しく困難であると市が認めるものにおいて家庭的

保育事業等（居宅訪問型保育事業を除く。第１６条第２項第３号

において同じ。）を行う家庭的保育事業者等については、この限

りでない。 

 (1)～(3) 〔略〕 

２～５ 〔略〕 

（安全計画の策定等） 

第７条の２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図

るため、家庭的保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の

設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、

取組等を含めた家庭的保育事業所等での生活その他の日常生活

における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他家庭的保



〔新設〕 

育事業所等における安全に関する事項についての計画（以下この

条において「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従

い必要な措置を講じなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知す

るとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければなら

ない。 

３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護

者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取

組の内容等について周知しなければならない。 

４ 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必

要に応じて安全計画の変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第７条の３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活

動、取組等のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動

車を運行するときは、利用乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼そ

の他の利用乳幼児の所在を確実に把握することができる方法に

より、利用乳幼児の所在を確認しなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車

（運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に

備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用

の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落としのおそ

れが少ないと認められるものを除く。）を日常的に運行するとき

は、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを



（他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の

基準） 

第１０条 家庭的保育事業所等は、他の社会福祉施設等を併せて設

置するときは、必要に応じ当該家庭的保育事業所等の設備及び職

員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設備及び職員

に兼ねることができる。ただし、保育室及び各事業所に特有の設

備並びに利用乳幼児の保育に直接従事する職員については、この

限りでない。 

（衛生管理等） 

第１４条 〔略〕 

２ 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等において感染症又

は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずる

よう努めなければならない。 

３～５ 〔略〕 

防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認（利

用乳幼児の降車の際に限る。）を行わなければならない。 

（他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の

基準） 

第１０条 家庭的保育事業所等は、他の社会福祉施設等を併せて設

置するときは、その行う保育に支障がない場合に限り、必要に応

じ当該家庭的保育事業所等の設備及び職員の一部を併せて設置

する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねることができる。

（衛生管理等） 

第１４条 〔略〕 

２ 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等において感染症又

は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染

症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染

症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよ

う努めなければならない。 

３～５ 〔略〕 

 備考 表中の〔 〕の記載は注記である。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第２条及び第３条の規定は、公布の日から施行する。 

（加東市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置） 



２ この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間、第１条の規定による改正後の加東市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例第６条の２の規定の適用については、同条第１項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、

同条第２項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第３項中「周知しなければ」とあるのは「周知する

よう努めなければ」とする。 

（加東市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ 第４条の規定による改正後の加東市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第７条の３第２項の規定の適用につ

いては、家庭的保育事業者等において利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定

するブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置（以下「ブザー等」という。）を備えること及びこれを用いることにつき

困難な事情があるときは、令和６年３月３１日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、利用乳幼

児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する家庭的保育事業者等は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて利用乳幼児の所在の確認

を行わなければならない。 



加東市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例等の

一部改正（要旨） 

１ 改正理由 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６３

号）、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号）

及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の

運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号）の一部が改正されたことに伴い、所要

の改正を行うものである。 

２ 改正内容 

 (1) 加東市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正（第１条関係） 

ア 利用児童の安全の確保に関する計画策定に係る規定を加えること。（第６条の２） 

イ バス送迎に当たっての安全管理の徹底に係る規定を加えること。（第６条の３） 

ウ 感染症や非常災害の発生時において、業務を継続的に実施するための計画策定並び

に研修及び訓練の定期的実施に係る規定を加えること。（第１２条の２） 

エ 感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための講ずるべき措置の内容を具体的に

規定すること。（第１３条） 

 (2) 加東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

の一部改正（第２条関係） 

児童虐待の防止等を図る観点から、民法（明治２９年法律第８９号）において懲戒権

に関する規定が削除されたことに伴い、教育・保育給付認定子どもに対する懲戒に関す

る規定を削除すること。（第２６条） 

 (3) 加東市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正（第３

条関係） 

ア 児童虐待の防止等を図る観点から、民法において懲戒権に関する規定が削除された

ことに伴い、利用乳幼児に対する懲戒に関する規定を削除すること。（第１３条） 

イ 小規模保育事業所Ａ型の施設及び設備の基準において、４階以上に保育室等を設置

する場合の付室の定義を改めること。（第２８条） 

 (4) 加東市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正（第４

条関係） 

ア 利用乳幼児の安全の確保に関する計画策定に係る規定を加えること。（第７条の２） 

イ バス送迎に当たっての安全管理の徹底に係る規定を加えること。（第７条の３） 

ウ 他の社会福祉施設等を併せて設置する際に、保育に支障がない場合に限り、職員の

第２２号議案 要旨 



兼務や設備の共用を可能とすること。（第１０条） 

エ 感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための講ずるべき措置の内容を具体的に

規定すること。（第１４条） 

オ 所要の文言整理を行うこと（第６条） 

３ 施行期日 

 (1) ２(2)及び２(3)関係  公布の日 

 (2) ２(1)及び２(4)関係  令和５年４月１日 


